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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2019年１月17日の取締役会において、当社の子会社であるNojima Asia Pacific Pte. Ltd.を通じて、

シンガポールにおいて、Courts Asia Limited（以下「CAL社」といいます。）の発行済株式総数の全株式を対象

とした金銭を対価とする任意的公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施することを決議し、

2019年１月18日付で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

３号の規定に基づき、当社の特定子会社の異動に関する臨時報告書（以下「本臨時報告書」といいます。）を提

出いたしました。本公開買付けの応募期間開始後、CAL社の発行済株式総数の73.8％を保有する大株主である

Singapore Retail Group Limited（以下「SRG社」といいます。）がその保有する全ての株式について本公開買付

けに応募するとともに、その他の一部の株主が、その保有する株式について本公開買付けに応募しました。今

般、SRG社の応募に基づく株式譲渡に関する決済が2019年２月13日をもって終了したこと、及び、同日までの他の

株主の応募状況に照らし、CAL社は、同日をもって当社の特定子会社となりました。これに伴い、本臨時報告書の

記載内容の一部に訂正すべき事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報

告書の訂正報告書を提出するものです。

　なお、当社の取締役（本書類準備の管理を委託した取締役を含みます。）は、本書類に記載された事実や意見

が公正かつ正確であり、本書類に記載されていない重要な事実であってその不記載が誤解を招くようなものもな

いように本書類を作成すべく、合理的な注意を果たしております。また、CAL社から取得した情報、又は公から取

得した情報について、当社の取締役は、当該情報が正確に取得され、又は正確に本書類に反映されたものである

ことを確認すべく合理的な照会を行っております。

 

２ 【訂正事項】

(２)　当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の

議決権に対する割合

(３)　当該異動の理由及びその年月日

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
(２)　当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議

決権に対する割合

（訂正前）

 　①当社の所有に係る議決権の数　

異動前 －

異動後 未定(注)
 

　 ②総株主等の議決権に対する割合

異動前 －

異動後 未定(注)
 

 　　(注)　本公開買付の完了に伴い、2019年３月（予定）に確定される見込みです。

 
（訂正後）

 　①当社の所有に係る議決権の数　

異動前 －

異動後 393,939,227個(注)（2019年２月13日午後５時（シンガポール時間）現在）
 

　 ②総株主等の議決権に対する割合

異動前 －

異動後 76.13％(注)（2019年２月13日午後５時（シンガポール時間）現在）
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(注)　２月13日現在に応募があった株式を取得した場合の数及び割合を記載しております。また、本公開買

付けは現在も継続しており、本公開買付けは、2019年３月15日又は当社により若しくは当社を代理し

て公表されるそれより後の日に完了する見込みです。

 
(３)　当該異動の理由及びその年月日

 （訂正前）

①異動の理由 本公開買付けの実施により、CAL社の議決権の過半数を取得した場合には当社の特定

子会社に該当することになります。

②異動年月日 2019年３月（予定）
 

 

 （訂正後）

①異動の理由 本公開買付けの実施により、CAL社の議決権の過半数を取得したため、CAL社は当社の

特定子会社となりました。

②異動年月日 2019年２月13日
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